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1. 長寿命化修繕計画の目的
長寿命化修繕計画は、今後老朽化する橋梁の増大に対応するため、地方公

共団体自ら計画策定することにより、従来の事後的な修繕及び架け替えから

予防的な修繕及び計画的な架け替えへの転換を図るとともに、橋梁の長寿命

化並びに橋梁の修繕及び架け替えにかかる費用の縮減を図ることを目的とし

ています。

その背景には、老朽化対策に関する政府全体の取組として、平成 25 年 6

月に閣議決定した「日本再興戦略」に基づき、インフラ老朽化対策の推進に

関する関係省庁連絡会議において、平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命化基

本計画」がとりまとめられました。

今後、基本計画に基づき、国、自治体レベルで行動計画の策定を進めるこ

とで、全国のあらゆるインフラの安全性の向上と効率的な維持管理を実現す

ることとされています。

旭市では、令和 4 年 6 月に「旭市公共施設等総合管理計画」の改定と、道

路メンテナンス事業補助制度要綱（令和 5 年 3 月 29 日付け）に従った「橋

梁長寿命化修繕計画」の改定を行いました。
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2. 対象橋梁
旭市では、320 橋の橋梁を管理しています。そのおよそ半数程度（145

橋）が 1970 年代～1980 年代に架設されたものです。

今後、急激に老朽化が進みます。

20 年後には、80％以上の橋梁が建設後 50 年を超える橋梁となってしまい

ます。

橋梁形式では、ボックスカルバートが約 45％と多くを占めます。

鋼橋は 7 橋と非常に少ないのが特徴です。
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3. 長寿命化修繕計画期間
「旭市公共施設等総合管理計画」に記載されている期間は、概ね 20 年と

されています。個別計画は計画期間を 5 年と仮定しています。

今回の長寿命化修繕計画では、次回見直しの時期を考慮して、概ね 10 年

間の期間について、修繕計画を立案しました。

「旭市公共施設等総合管理計画」同様、橋梁の状況や各種前提条件に大幅

な変更が生じた際には、必要に応じて本計画の見直しを行います。

4. 対策の優先順位の考え方
旭市では、定期点検の結果（健全性の診断）から、「早期措置段階」にあ

る橋梁について優先的に老朽化対策を実施するものとしました。また、その

橋梁の重要性として、道路種別（千葉県が指定した緊急輸送路、道路種別）

を考慮し、優先順位に反映させました。

※健全性の診断：健全性の区分による状態は次の様になります。
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5. 個別施設の状態等
令和 4 年度までに実施された橋梁点検の結果、橋梁の「健全性の診断」で

は、ほとんどの橋梁が「Ⅰ」または「Ⅱ」の判定となり、旭市の橋梁は、緊

急措置段階の橋梁はありませんが、早期措置段階の橋梁はあります。
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6. 前回点検結果と点検・対策の実施時期

対象橋梁 1/4
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対象橋梁 2/4
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対象橋梁 3/4
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対象橋梁 4/4
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7. 対策費用

今後、市の財政が厳しくなることが予想される中、道路ネットワークの安

心・安全を提供していくために、必要な事業費を試算いたしました。

対症療法型とは、橋梁に何らかの損傷（障害）が発生してから、対策を講

じる手法で、予防保全型とは、損傷が比較的少ない時点から維持管理を開始

し、損傷の状況を確認しながら、最適な時期に対策を講じる管理手法のこと

となります。

旭市では、この予防保全型の維持管理を行っております。

今後 50 年間の事業費を比較すると、対症療法型が累計 152 億円、予防保全

型が累計 20 億円となり、縮減効果が 152 億円－20 億円＝132 億円となりま

す。
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8. 短期的な対策費用の縮減

１） 集約化・撤去による縮減

橋梁の架設状況（迂回路が存在し、橋の起点または終点が用水路に面して

いる等）、利用状況や利用の仕方を改善する方向で調整し、集約化による廃

橋が可能な橋梁（7 橋）を抽出しました。

このうち、健全性の診断が「Ⅱ」の 2 橋については、集約化・撤去を目指

し、他 5 橋については、健全性の診断が「Ⅰ」の状態であり、使用に際して

早急な問題は無いため、5 年後の令和 10 年度迄には集約化・撤去に向けた検

討を進め、年次計画の維持管理に係る費用を削減できるものと考え、今後 10

年間（令和 15 年度まで）における費用の約 300 万円を縮減することを目標

とします。

２） 新技術の活用による縮減

橋梁の定期点検、補修工法や補修材料においては、新技術や新材料の開発

が進められており、定期点検業務や橋梁の補修工事において新技術を活用

し、令和 10 年度までの 5 年間で約 500 万円のコスト縮減を目指します。


